
租税特別措置法等（間接税等関係）の改正

一　酒税関係の改正

1 　次世代システムの導入に伴う酒類業組
合等に係る申請書等の様式の整備

⑴　改正前の制度の概要
　酒類製造業者や酒類販売業者は、酒税の保全
及び酒類業組合等に関する法律に基づき、酒税
の保全に協力し、共同の利益を増進するため、
酒類業組合を組織することができることとされ
ています。

　酒類業組合は、例えば設立する場合の財務大
臣への設立認可の申請など、各種手続を行うこ
とが法令で求められており、これらの手続に伴
い提出する書類については、酒税の保全及び酒
類業組合等に関する法律施行規則（以下「酒類
業組合法施行規則」といいます。）において、
その様式が定められています（酒類業組合規18、
別紙様式第 1～第16）。
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⑵　改正の背景及び改正の内容
　国税庁においては、令和 8年度から新たな基
幹システム（次世代システム）の導入を予定し
ており、書面で収受した届出書等については、
原則としてスキャナを使用してデータ化・イメ
ージ化等を行い、システム内で事務処理を行う
ことを予定しています。これに伴い、各種様式
について、スキャナの読取精度の向上等を図る
ための対応が必要となりました。
　このため、酒類業組合法施行規則において様
式が定められた国税庁長官等への提出書類につ
いては、二次元コードや識別用の数字記号を加

える等の改定を行うことができるようにするこ
ととされ、具体的には、酒類業組合法施行規則
別紙様式第 1から別紙様式第11の 4 まで及び別
紙様式第11の 7 から別紙様式第16までの各様式
について、国税庁長官は必要があるときに、所
要の事項を付記すること又は一部の事項を削る
ことができることとされました（酒類業組合規
17）。

⑶　適用関係
　上記の改正は令和 8年 9月 1日から施行され
ます（改正酒類業組合規附則）。

二　たばこ税関係の改正

1 　入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ
税の税率の特例措置の延長

⑴　改正前の制度の概要
　保税地域から引き取られる製造たばこのうち、
令和 6年 3月31日までに、本邦に入国する者が
その入国の際に携帯して輸入し、又は別送して
輸入する紙巻たばこ（免税となる数量を超えて
商業量に達するまでの数量のものに限られま
す。）に係るたばこ税の税率は、1,000本につき
14,500円とされています（旧措法88の 2 ）。また、
たばこ特別税についての入国者が携帯又は別送
して輸入する紙巻たばこに係る特例税率は、
1,000本につき500円とされています（財源確保
法 8 ②）。したがって、入国者が携帯又は別送
して輸入する紙巻たばこのうち、免税となる数
量を超えて商業量に達するまでの数量のものに
係る税率については、たばこ税及びたばこ特別
税を合わせて、1,000本につき15,000円となって
います。
　なお、入国者が携帯又は別送して輸入する紙
巻たばこについては、地方のたばこ税は課され
ず、また、入国者が携帯又は別送して輸入する
紙巻たばこのうち、本特例の適用を受ける紙巻

たばこについては、租税特別措置法の規定によ
り消費税が課されないこととされています（措
法86の 3 ）。
（参考）　入国者が携帯して輸入する紙巻たばこに

ついて、免税となる数量を超えて商業量に

達するまでの数量については、昭和62年 3

月末までは、通関時における納税手続の簡

素化等を図る観点から、関税及び内国消費

税の税率を総合したものを基礎として算出

されていた簡易税率が関税定率法に定めら

れており、これを適用することとされてい

ました。

　紙巻たばこについては、昭和61年の日米

たばこ協議合意に基づき、昭和62年 4 月から、

紙巻たばこに対する関税が無税とされたこ

とに伴い、それまで入国者が携帯して輸入

する紙巻たばこに適用されていた関税定率

法に基づく簡易税率が適用できなくなりま

したが、入国者に係る通関事務が円滑に行

われることの重要性に変化はないことから、

昭和62年度税制改正において、関税の簡易

税率の代替措置として、「入国者が輸入する

紙巻たばこのたばこ税の税率の特例措置」

が租税特別措置法に設けられました。
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⑵　改正の内容
　本特例については、紙巻たばこに係る関税の
無税化が関税暫定措置法により 1年ごとの措置
とされていることから、本特例の適用期限も関
税暫定措置法の改正に併せて 1年ごとに延長さ
れてきました。
　令和 6年 3月31日に期限が到来する本特例の
適用期限については、令和 6年度税制改正にお
いても、紙巻たばこに係る関税を無税とする関
税暫定措置法の暫定税率の適用期限が 1年延長
されることに併せて、令和 7年 3月31日まで 1
年延長することとされました（措法88の 2 ①）。

⑶　適用関係
　上記の改正は令和 6年 4月 1日から施行され
ています（改正法附則 1）。

2 　試験検査用の製造たばこに係る未納税
引取制度の整備

⑴　改正前の制度の概要
　たばこ税は、原則として、製造たばこがその
製造場から移出され、又は保税地域から引き取
られる時に課税されますが、保税地域から引き
取られる製造たばこについては、例えば、製造
たばこ製造者が製造たばこの原料とするための
製造たばこを、その原料とする製造たばこの製
造場又は蔵置場に引き取ろうとする場合などの
一定の場合には、保税地域からの引取り後もす
ぐには消費のための流通過程に入らないものと
認められることや、その後の製造たばこの製造
場からの移出の際にたばこ税を課する機会があ

ることを踏まえ、事前に税関長の承認を受けた
場合には、保税地域から引き取る時点のたばこ
税を免除する未納税引取制度が設けられていま
す（た法13）。

⑵　改正の背景及び改正の内容
　製造たばこの製造場内で製造たばこが喫煙用
等として消費された場合は、それを製造場から
の移出とみなしてたばこ税を課税することとさ
れていますが（た法 6 ①）、試験検査を行うた
めに製造たばこを製造場内で消費する等、製造
たばこが喫煙用等以外の用途に消費されたこと
が明らかな場合には、それをみなし移出として
取り扱わず、たばこ税を課税しないこととされ
ています。
　試験検査を行うことを目的として製造たばこ
を輸入する場合については、これまで未納税引
取制度の対象とされていませんでしたが、当該
製造たばこは喫煙用等として消費される訳では
なく、国内で直ちに課税される性格のものでは
ないこと、また国内の製造場で試験検査を行う
ことを目的として輸入する製造たばこの数量が
増加している実態を踏まえ、試験検査の用に供
される製造たばこであって、製造たばこ製造者
が自己の製造たばこの製造場に引き取るものに
ついては、未納税引取制度の対象とすることと
されました（た法13、た規 5）。

⑶　適用関係
　上記の改正は令和 6年 4月 1日から施行され
ています（改正た規附則①）。

三　揮発油税及び地方揮発油税関係の改正

1 　沖縄の揮発油に係る揮発油税及び地方
揮発油税の軽減措置の延長

⑴　制度の趣旨等
　沖縄が本邦に復帰する前（昭和47年 5 月15日
前）の沖縄における間接税の課税物品の税負担

を本邦と比較すると、沖縄は総体として低い水
準にありました。このような実情を踏まえ、間
接税について、復帰後直ちに本邦税率を適用す
ると、沖縄県における一般消費者の生活や産業
経済に及ぼす影響が大きいと考えられたことか
ら、その影響の緩和を図る観点から復帰後 5年
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間は、原則として復帰前の負担水準を維持する
措置が講じられました。
　昭和52年度税制改正において、本措置につい
て、 5年間の期限延長を行うとともに、段階的
に負担水準を本土並みに近づけていくための措
置が講じられましたが、昭和57年度以降の税制
改正においては、沖縄県の社会経済情勢等を考
慮して、負担水準の見直しは行わず、それぞれ
5年間の延長措置が講じられました。
　平成24年度税制改正において、沖縄県の社会
経済情勢等を考慮しつつ、沖縄におけるガソリ
ン価格の平準化及びガソリン価格の引下げ効果
等の検証を行う観点から、延長期間を 5年から
短縮し、 3年間の延長措置が講じられました。
　平成27年度税制改正において、沖縄県の社会
経済状況及び県民生活の実態、ガソリン価格の
引下げ効果等の検証の結果を踏まえ、 5年間の
延長措置が講じられました。
　令和 2年度税制改正において、沖縄県の社会
経済状況及び県民生活の実態、ガソリン価格の
引下げ効果等を踏まえ、その適用期限を延長す
ることとされましたが、沖縄振興特別措置法に
基づく沖縄振興計画が令和 3年度末までの計画
であり、その期限において、同法に基づく他の
税制措置と併せ本措置の効果等についても検証
されることから、 2年間の延長措置が講じられ
ました。
　令和 4年度税制改正において、沖縄県の社会
経済状況及び県民生活の実態、ガソリン価格の
引下げ効果、2050年カーボンニュートラルや
2030年度における温室効果ガス▲46％目標との

関係等を踏まえ、その適用期限が 2年延長され、
令和 6年 5月14日までの措置とされました。
　これらの経緯を経て、沖縄県の区域内にある
揮発油の製造場から移出され、又は保税地域か
ら引き取られる揮発油については、揮発油税及
び地方揮発油税が軽減されています（旧沖特法
80①三）。

⑵　改正前の制度の概要
　昭和55年 5 月15日から令和 6年 5月14日まで
の間における揮発油税及び地方揮発油税の税率
は、本土における両税の合計額（ 1 ㎘当たり
53,800円）に538分の468を乗じて計算した金額
（ 1 ㎘当たり46,800円）とすることとされてい
ました（旧沖特令74）。

⑶　改正の内容
　本措置は、沖縄の復帰に伴い、本邦の諸制度
の沖縄県の区域における円滑な実施を図ること
を目的としており、これまでも沖縄の産業振興、
県民生活の安定・向上に大きく寄与してきてい
るところですが、本年 5月14日の適用期限の到
来に際しては、原油価格の動向や燃料油価格高
騰に対する激変緩和対策事業が実施されている
状況にあることなどを踏まえ、その適用期限を
延長することとされました。延長期間は、令和
8年度末までに沖縄振興特別措置法に基づく沖
縄振興計画の見直しの検討が行われることを踏
まえ、 3年とし、令和 9年 5月14日までの措置
とすることとされました（沖特法80①三、沖特
令74）。

四　石油石炭税関係の改正

1 　輸入沖縄発電用特定石炭等に係る石油
石炭税の免税措置の延長

⑴　制度の趣旨等
　平成15年度税制改正において、石炭が石油石
炭税の課税対象に追加されましたが、輸入石炭

のうち、沖縄の発電用途のものについては、
①　需要規模が小さく原子力発電が困難である
こと、
②　水力発電も限定的であり、また、本土の電
力系統を利用した広域融通ができないこと、
といった沖縄県の特殊な電力事情等に配慮し、
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沖縄振興の観点から、石油石炭税の免税措置が
講じられました。本措置については、租税特別
措置法に規定されるとともに、沖縄振興特別措
置法において、同法上の特例措置と位置づけら
れています。
　平成19年度税制改正において、他の沖縄振興
特別措置法に基づく租税特別措置と同様に、 5
年間の延長措置が講じられました。
　平成24年度税制改正において、環境問題への
適応及びエネルギー供給源の多様化によるエネ
ルギーセキュリティの向上等を図る観点から、
液化天然ガスを燃料とした火力発電が開始され
ることに伴い、沖縄における電気の安定的かつ
適正な供給を図るために、本措置の対象に液化
天然ガスが追加されました。また、本措置によ
る電気料金の引下げ効果等の検証を行う観点か
ら、延長期間を 5年から短縮し、 3年間の延長
措置が講じられました。
　平成27年度税制改正において、電気料金の引
下げ効果の検証の結果等を踏まえ、 5年間の延
長措置が講じられました。
　令和 2年度税制改正及び令和 4年度税制改正
において、電気料金の引下げ効果、2050年のカ
ーボンニュートラル実現に向けた国際的な情勢

等を踏まえ、その適用期限がそれぞれ 2年延長
され、令和 6年 3月31日までの措置とされまし
た（旧措法90の 4 の 3 ）。

⑵　改正前の制度の概要
　沖縄発電用特定石炭等（電気事業法による発
電事業者が沖縄県の区域内にある事業場におい
て発電の用に供する液化天然ガス又は石炭をい
います。）を保税地域から引き取ろうとする者
が、その保税地域の所在地の所轄税関長の承認
を受けて、その沖縄発電用特定石炭等を引き取
るときは、その引取りに係る石油石炭税を免除
することとされていました（旧措法90の 4 の 3 ）。

⑶　改正の内容
　本措置については、電気料金の引下げ効果、
2050年のカーボンニュートラル実現に向けた国
際的な情勢等を踏まえ、その適用期限を延長す
ることとされました。延長期間は、令和 8年度
末までに沖縄振興特別措置法に基づく沖縄振興
計画の見直しの検討が行われることを踏まえ、
3年とし、令和 9年 3月31日までの措置とする
こととされました（措法90の 4 の 3 、沖振法
64）。

五　自動車重量税関係の改正

1 　公共交通移動等円滑化基準に適合した
乗合自動車等に係る自動車重量税の免税
措置の延長・拡充

⑴　制度の趣旨等
　バス等のバリアフリー化については、高齢者、
障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
第 3条第 1項に基づき定められた「移動等円滑
化の促進に関する基本方針」（以下単に「基本
方針」といいます。）に基づき、計画的に進め
られているところですが、高齢者等の増加に加
え、ベビーカーや子ども連れでも利用しやすい
公共交通機関の実現等の要請の高まりもあり、

平成23年 3 月に基本方針が改正され、令和 2年
度末までの新たな目標が定められました。
　また、バリアフリー化は社会に望まれている
ものの、事業者にとってバリアフリー車両の導
入に応じて収入が増加するものではないことか
ら、バリアフリー化をさらに進めていくために
は公的な支援を通じた適切な導入インセンティ
ブを確保する必要がある点、バス等は、一般の
乗用車等と比べて一度に輸送できる人員が多い
ことなどから、交通渋滞、交通事故、CO2等の
温室効果ガスの発生という外部不経済がその車
両重量に比して軽減されている点等を踏まえ、
平成24年度税制改正において、バリアフリー車
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両の新車に係る新規検査を受ける際の自動車重
量税を免除する特例措置が創設されました。
　その後、平成27年度税制改正及び平成30年度
税制改正においてその適用期限が延長され、基
本方針において定められていた目標の期限であ
る令和 3年 3月31日までの措置とされました。
また令和元年度税制改正において、本措置の対
象に貸切バスとして使用される一定のバリアフ
リー車両が追加されました。
　令和 3年度税制改正において、基本方針が改
正され令和 7年度末までの新たな目標が定めら
れたこと、引き続き公的な支援を通じたバリア
フリー車両の適切な導入インセンティブを確保
する必要があること等を踏まえ、その適用期限
が 3年延長され、令和 6年 3月31日までの措置
とされました（旧措法90の13）。

⑵　改正前の制度の概要
　令和 3年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで
の間に新車に係る新規検査を受ける次の自動車
について、その納付すべき自動車重量税を免除
することとされていました（旧措法90の13、旧
措規40の 6 ）。
①　一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者
が路線定期運行の用に供する自動車又は一般
貸切旅客自動車運送事業を経営する者がその
事業の用に供する自動車のうち、次に掲げる
もの
イ　ノンステップバス（自動車検査証におい
てその自動車がノンステップバスであるこ
とが明らかにされている自動車に限りま
す。）
ロ　リフト付きバス（自動車検査証において
その自動車がリフト付きバスであることが
明らかにされている自動車に限ります。）

②　一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者

がその事業の用に供するユニバーサルデザイ
ンタクシー（自動車検査証においてその自動
車がユニバーサルデザインタクシーであるこ
とが明らかにされている自動車に限ります。）

⑶　改正の内容
　本措置については、基本方針において定めら
れている目標の期限が令和 7年度末までである
こと、引き続き公的な支援を通じたバリアフリ
ー車両の適切な導入インセンティブを確保する
必要があること等を踏まえ、その適用期限を 2
年延長し、令和 8年 3月31日までの措置とする
こととされました（措法90の13）。
　また、ユニバーサルデザインタクシーについ
て、近年の導入状況に地域格差が生じており、
特に地方部における普及について早急に対応が
必要な状況であることや障害当事者団体・タク
シー事業者等から、車両後方から乗り降り可能
で、スロープの展開等が容易な既存の車両をユ
ニバーサルデザインタクシーとして認めること
を望む声があったことから、これらのニーズに
対応するため、国土交通省において、ユニバー
サルデザインタクシーとして満たすべき車両の
標準仕様を定めた「標準仕様ユニバーサルデザ
インタクシー認定要領」（平成24年 3 月28日国
自旅第192号。以下「認定要領」といいます。）
の改正が行われました。これにより、認定要領
に定められている標準仕様に係る認定のレベル
（レベル 1 及びレベル 2）に、従来のものより
緩やかな認定基準を定めた「レベル準 1」が新
たに加えられることとなりました（令和 6年 4
月 1 日適用）。これに伴い、レベル準 1 の基準
を満たすものとして認定を受けたユニバーサル
デザインタクシーについても、本措置の適用対
象とされました（措法90の13二、措規40の 6 ③）。
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六　印紙税関係の改正

1 　新しい公益信託制度における公益信託
に係る信託行為に関する契約書の非課税
措置

⑴　改正前の制度の概要
　印紙税は、経済取引等に伴う文書の作成・行
使の背後には経済的利益が存在すると推定され
ること等から、各種の契約書、有価証券、定款、
預貯金証書、保険証券、金銭又は有価証券の受
取書など、印紙税法別表第 1に掲げる20種類の
課税文書に対して軽度の負担を求めています。
　印紙税の課税物件を定めた印紙税法別表第 1
では、第12号文書として信託行為に関する契約
書を掲げ、 1 通につき200円の印紙税が課され
ていますが、この信託行為に関する契約書の意
義について、印紙税法基本通達では「「信託行
為に関する契約書」とは、信託法第 3条第 1号
《信託の方法》に規定する信託契約を証する文
書」とされています。このため、公益信託ニ関
スル法律（大正11年法律第62号。以下「旧公益
信託法」といいます。）の規定に基づき、信託
法（平成18年法律第108号）第 3 条第 1 号に掲
げる方法により締結された公益信託に係る信託
行為に関する契約書は、印紙税法別表第 1第12
号文書に該当する課税文書として取り扱われて
います。
（参考）　信託法（平成18年法律第108号）（抄）

（信託の方法）

第 3 条　信託は、次に掲げる方法のいずれ

かによってする。

一　特定の者との間で、当該特定の者に

対し財産の譲渡、担保権の設定その他

の財産の処分をする旨並びに当該特定

の者が一定の目的に従い財産の管理又

は処分及びその他の当該目的の達成の

ために必要な行為をすべき旨の契約（以

下「信託契約」という。）を締結する方法

二・三　省　略

⑵　改正の背景等
　公益信託とは、委託者が一定の公益目的のた
め、その財産を受託者に託し管理又は処分させ、
公益目的の実現を図る制度ですが、これまでの
制度においては、旧公益信託法に基づき必要と
されている主務官庁の許可について、主務官庁
ごとで許可の基準が異なることや複数の主務官
庁の所管にまたがる目的に係る公益信託の許可
に時間を要するなどの課題が指摘されていまし
た。
　こうした背景の下、「経済財政運営と改革の
基本方針2022」（令和 4 年 6 月 7 日閣議決定）
等において、新しい資本主義に向けた改革とし
て、民間で公的役割を担う新たな法人形態の必
要性の有無について検討し、あわせて、財団・
社団等の既存の法人形態の改革も検討すべき、
とする方針が示されたことを契機に、公益法人
制度とともに公益信託制度の改革が検討されて
きました。
（参考）　経済財政運営と改革の基本方針2022（令

和 4年 6月 7日閣議決定）（抄）

第 2章　新しい資本主義に向けた改革

2．社会課題の解決に向けた取組

⑴　民間による社会的価値の創造

　（社会的インパクト投資、共助社会づくり）

　「成長と分配の好循環」による新しい

資本主義の実現に向け、これまで官の

領域とされてきた社会課題の解決に、

民の力を大いに発揮してもらい、資本

主義のバージョンアップを図る。寄附

文化やベンチャー・フィランソロフィ

ーの促進など社会的起業家の支援強化

を図る。

　従来の「リスク」、「リターン」に加

えて「インパクト」を測定し、「課題解
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決」を資本主義におけるもう一つの評

価尺度としていく必要がある。また、

社会課題の解決と経済成長の両立を目

指す起業家が増えており、ソーシャル

セクターの発展を支援する取組を通じ

て、その裾野を広げるとともに、更に

ステップアップを目指す起業家を後押

しする。

　こうした観点から、新たな官民連携

の形として、民間で公的役割を担う新

たな法人形態の必要性の有無について

検討することとし、新しい資本主義実

現会議に検討の場を設ける。あわせて、

民間にとっての利便性向上の観点から、

財団・社団等の既存の法人形態の改革

も検討する。休眠預金等活用法施行 5

年後の見直しに際し、これまでの取組

について評価を行い、出資や貸付けの

在り方、手法等の検討を進め、本年度

中に結論を得るなど、必要な対応を行う。

SIBを含む成果連動型民間委託契約方式

（Pay For Success：PFS）を通じて、

複雑化する社会課題の効率的、効果的

解決を促進し、さらに、社会的インパ

クト投資資金を呼び込むための環境整

備に取り組む。ソーシャルボンドにつ

いて、プロジェクトの実施による社会

的な効果を適切に開示できるようにす

る。ガイドラインの整備を図り、社会

課題ごとに、発行主体の参考となる指

標の例を示す。起業家教育に当たっては、

社会的起業家を育成するシステムの強

化を検討する。

　NPO法に基づく各種事務のオンライ

ン化の促進を含め、NPO法人の活動促

進に向けた環境整備を進めるとともに、

官民連携による協働の促進を図る。

　その後、「新しい資本主義のグランドデザイ
ン及び実行計画2023改訂版」（令和 5 年 6 月16

日閣議決定）において、公益法人制度及び公益
信託制度改革の具体的な内容が示され、公益信
託制度については、主務官庁による許可・監督
を廃止して、公益法人と共通の枠組みで公益信
託の認可・監督を行う仕組みを構築することと
されました。また、令和 6年の通常国会に必要
な法案の提出を図るとともに、体制整備を図る
こととされました。
　上記方針を踏まえ、「公益信託に関する法律
案」が第213回国会に提出され、令和 6 年 ５ 月
14日に可決・成立し、同月22日に令和 ６年法律
第30号として公布されました。
（参考）　新しい資本主義のグランドデザイン及び

実行計画2023改訂版（令和 5 年 6 月16日閣

議決定）（抄）

Ⅵ．社会的課題を解決する経済社会システ

ムの構築

2．社会的課題を解決するNPO・公益法

人等への支援

①　公益法人の改革

　公益法人による社会的課題解決の

促進に向け、収支相償原則（公益目

的事業の実施に要する適正な費用を

償う額を超える収入を得てはならな

い）や遊休財産規制（使途の定まっ

ていない遊休財産を公益目的事業費

の 1 年相当分を超えて保有すること

ができない）の見直しといった財務

規律の柔軟化・明確化、行政手続の

簡素化・合理化、法人の透明性向上

や自律的なガバナンスの充実等を行う。

　公益信託制度について、主務官庁

による許可・監督を廃止して、公益

法人認定法と共通の枠組みで公益信

託の認可・監督を行う仕組みを構築

する。

　このため、来年の通常国会に必要

な法案の提出を図るとともに、体制

整備を図る。
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⑶　改正の内容
　公益信託に関する法律（令和 6年法律第30号。
以下「新公益信託法」といいます。）による改
正後の公益信託（以下「新公益信託」といいま
す。）については、従来の主務官庁による許
可・監督ではなく、公益法人と共通の枠組みで
一元的に行政庁による認可・監督が行われるこ
ととされたため、新公益信託の認可について、
公益法人の認定と同様の申請の手続が必要とな
りました。
　公益法人の認定に係る申請においては、一般
社団法人等の定款を申請書に添付して行政庁に
提出することとされていますが（公益社団法人
及び公益財団法人の認定等に関する法律 7 ②
一）、新公益信託の認可に係る申請においては、
公益信託に係る信託行為の内容を証する書面を
申請書に添付して行政庁に提出することとされ
ており（新公益信託法 7 ③一）、実務上、新公
益信託に係る信託行為に関する契約書の作成が
必須とされたところです。
　印紙税法上、一般社団法人等の定款は印紙税
の課税対象外とされていますが、その定款と新
公益信託に係る信託行為に関する契約書は、そ
れぞれ、一般社団法人等と新公益信託の目的や
事業内容等が記載され、ほぼ同等の機能を果た
していると言えることから、新公益信託に係る
信託行為に関する契約書についても、一般社団
法人等の定款と同様に印紙税を課さないことが
妥当だと考えられます。
　ただし、新公益信託は行政庁の認可を受けて
初めて公益信託としての効力が生じることとさ
れており（新公益信託法 ６）、認可前に作成し
た信託行為に関する契約書は公益信託に係るも
のではないことから非課税の範囲から除外する
こととしました。
　新公益信託法における行政庁の認可は、①新
公益信託法第 6 条（原則的な認可）、②新公益
信託法第12条（公益信託の変更等の認可）及び
③新公益信託法第22条（公益信託の併合等の認
可）の ３種類が存在しますが、②の認可及び③

のうち分割に係る認可については、①の認可を
受けた当初の新公益信託を維持したまま行われ
ることとされています。他方で、③のうち併合
に係る認可については、当初の新公益信託の終
了後に行われることとされていることから（新
公益信託法23及び信託法163）、当初の新公益信
託に代わり、新たに③の認可を受ける新公益信
託が組成されることとなります。これを踏まえ、
①の認可及び③のうち併合に係る認可を受けた
後に作成される公益信託の信託行為に関する契
約書について、印紙税法別表第 1第12号文書の
非課税物件の欄に掲げることとし、当該契約書
について非課税文書とすることとされました。
（参考 1）　新公益信託法附則第 4 条には、旧公益

信託の移行認可について規定されており、

この認可は、新公益信託法附則第12条に

おいて、移行認可を受けた旧公益信託に

ついては、移行認可を新公益信託法第 6

条の認可とみなして、移行認可があった

日以後、新法の規定を適用する旨が規定

されていることから、明示的に規定しな

くとも当然に今回の非課税措置の対象に

含まれることとなります。
（参考 2）　実務的には、認可申請に契約書が必要

なことから契約書の準備は行うが、認可

前には契約を締結せず、認可後に調印を

行うなどして契約を締結することになる

と思われます。また、認可が受けられた

ら契約が有効になるような停止条件のつ

いた契約書を認可前に作成することも考

えられますが、印紙税は文書の作成時点

で課税されることとされており、この「作

成」とは、例えば契約書であれば、契約

当事者の意思の合致を証明するときとさ

れているため、停止条件等のついた契約

書については、その調印時に作成行為が

行われたと取り扱われていることに留意

が必要です。
（参考 3）　公益信託に関する法律（令和 6 年法律

第30号）（抄）
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第 6 条　公益信託は、行政庁の認可を受け

なければ、その効力を生じない。

（公益信託認可の申請）

第 7 条　公益信託の受託者となろうとする

者は、前条の認可（以下「公益信託認可」

という。）を申請しなければならない。

2 　公益信託認可の申請は、内閣府令で定

めるところにより、次に掲げる事項を記

載した申請書を行政庁に提出してしなけ

ればならない。

一～五　省　略

3 　前項の申請書には、次に掲げる書類を

添付しなければならない。

一　公益信託に係る信託行為の内容を証

する書面

二～六　省　略

（公益信託の変更等の認可）

第12条　公益信託に係る信託の変更（信託

法第 ６ 章第 １ 節の信託の変更をいう。以

下同じ。）又は同法第62条第 １ 項（同法第

129条第 １ 項において準用する場合を含

む。）の規定による新受託者（同法第62条

第 １ 項に規定する新受託者をいう。以下

この条及び第31条において同じ。）若しく

は新信託管理人（同法第129条第 １ 項に規

定する新信託管理人をいう。以下この項

及び第 ３ 項において同じ。）の選任その他

の第 ７ 条第 ２ 項各号に掲げる事項の変更

をするときは、当該公益信託の受託者（当

該新受託者を含む。）は、あらかじめ、行

政庁の認可を申請しなければならない。

ただし、同法第150条第 １ 項の規定による

信託の変更、第31条第 １ 項若しくは同法

第173条第 １ 項の規定による新受託者の選

任、同法第62条第 ４ 項（同法第129条第 １

項において準用する場合を含む。）の規定

による新受託者若しくは新信託管理人の

選任又は内閣府令で定める軽微な信託の

変更については、この限りでない。

２～ ６　省　略

（公益信託の併合等の認可）

第22条　公益信託に係る信託の併合又は信

託の分割（第 4項及び第 5項において「公

益信託の併合等」という。）をするときは、

当該公益信託の受託者は、あらかじめ、

行政庁の認可を申請しなければならない。

2・ 3　省　略

4 　公益信託の併合等は、第 1 項の認可を

受けなければ、その効力を生じない。

5～ 7　省　略

（公益信託の終了事由等）

第23条　公益信託は、信託法第163条の規定

によるほか、第30条第 １ 項又は第 ２ 項の

規定により公益信託認可が取り消された

場合に終了する。

２　省　略

附　則

（旧公益信託の新法の規定による公益信託

への移行）

第 4 条　旧法公益信託及び信託法の施行に

伴う関係法律の整備等に関する法律（平

成18年法律第109号。以下「信託法整備

法」という。）第 2 条の規定によりなお従

前の例によることとされた信託法整備法

第 1 条の規定による改正前の信託法（大

正11年法律第62号。第 3 項及び附則第 8

条第 2 項において「旧信託法」という。）

第66条に規定する公益信託（以下この項

において「旧信託法公益信託」という。）

は、移行期間内において、新法第 3 条に

規定する行政庁（以下「行政庁」とい

う。）の認可（以下「移行認可」という。）

を受けた場合には、新法第 7 条第 1 項に

規定する公益信託認可（附則第12条にお

いて「公益信託認可」という。）を受けた

ものとして新法の規定による公益信託と

なることができる。この場合において、

移行期間内に当該移行認可を受けていな

い旧法公益信託及び旧信託法公益信託（以

下「旧公益信託」という。）は、移行期間
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が満了する日に終了するものとする。

2・ 3　省　略

（旧公益信託の公益信託への移行）

第12条　移行認可を受けた旧公益信託につ

いては、移行認可を公益信託認可とみな

して、移行認可があった日以後、新法の

規定を適用する。
（参考 ４）　信託法（平成18年法律第108号）（抄）

（信託の終了事由）

第163条　信託は、次条の規定によるほか、

次に掲げる場合に終了する。

一～四　省　略

五　信託の併合がされたとき。

六～九　省　略

2 　国立研究開発法人情報通信研究機構に
対する税制上の措置の見直し

⑴　改正前の制度の概要
　印紙税法別表第 3の文書名の欄に掲げる文書
で、同表の作成者の欄に掲げる者が作成したも
のについては、同法第 5条第 3号の規定に基づ
き非課税とされています。この印紙税法別表第
3には様々な文書が掲名されていますが、事業
団その他の特殊法人でその作成する文書の一部
を非課税とするものの一つとして、国立研究開
発法人情報通信研究機構（以下「情報通信研究
機構」といいます。）が作成した国立研究開発
法人情報通信研究機構法（平成11年法律第162
号。以下「情報通信研究機構法」といいます。）
及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法（平
成 2年法律第35号。以下「実施円滑化法」とい
います。）に基づく一定の業務に関する文書が
掲名されています。
（参考）　旧印紙税法（昭和42年法律第23号）（抄）

（非課税文書）

第 5 条　別表第一の課税物件の欄に掲げる

文書のうち、次に掲げるものには、印紙

税を課さない。

一・二　省　略

三　別表第三の上欄に掲げる文書で、同

表の下欄に掲げる者が作成したもの

別表第三　非課税文書の表（第五条関係）

文書名 作成者

省　略 省　略

国立研究開発法人情報通信研究
機構法（平成11年法律第162号）
第14条第 1項第 1号から第 8号
まで（業務の範囲）の業務及び
特定通信・放送開発事業実施円
滑化法（平成 2年法律第35号）
第 6条第 1項第 1号（機構によ
る特定通信・放送開発事業の推
進）の業務に関する文書

国立研
究開発
法人情
報通信
研究機
構

省　略 省　略

⑵　改正の背景等
　情報通信研究機構については、全ての独立行
政法人の事務・事業等の見直し等の方針を示し
た「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本
方針」（平成22年12月 7 日閣議決定）等を踏ま
え、令和 3年度末までに全ての既存案件が終了
した債務保証勘定関係業務について、その実施
のために設けられていた信用基金の清算を行う
こととし、同基金を構成していた政府以外の者
からの出資の金額の全てについて、令和 5年 5
月末までに出資者への払い戻しが行われました。
　これを踏まえ、国立研究開発法人情報通信研
究機構法の一部を改正する等の法律（令和 5年
法律第87号）において、情報通信研究機構法の
一部が改正され、政府以外の者からの出資を前
提とする規定の削除等が行われるとともに、実
施円滑化法が廃止されました。

⑶　改正の内容
　情報通信研究機構については、今般の改正等
により、その出資の金額の全部が国の所有に属
している独立行政法人となったことを踏まえ、
印紙税法上の位置付けを改めることとし、これ
まで掲名されていた印紙税法別表第 3から削除
し、新たに印紙税法別表第 2 の「独立行政法
人」に含めることとされました。
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　なお、同表の「独立行政法人」の項について
は、「その資本金の額若しくは出資の金額の全
部が国若しくは地方公共団体の所有に属してい
るもの又はこれに類するもののうち、財務大臣
が指定をしたものに限る」とされており、「印
紙税法別表第二独立行政法人の項の規定に基づ
き印紙税を課さない法人を指定する件」（平成
13年 3 月財務省告示第56号）の別表に財務大臣
が指定した独立行政法人を掲名することとされ
ていることから、同告示の一部を改正し、同告
示の別表に情報通信研究機構を掲名することと
されました（令和 6年 4月 1日適用）。

⑷　適用関係
　上記の改正は、令和 6年 4月 1日以後に情報
通信研究機構が作成する文書について適用し、
同日前に情報通信研究機構が作成した情報通信
研究機構法第14条第 1項第 1号から第 8号まで
の業務及び実施円滑化法第 6条第 1項第 1号の
業務に関する文書に係る印紙税については、従
前どおりとされています（改正法附則18）。

3 　脱炭素成長型経済構造移行推進機構に
対する税制上の措置

⑴　改正の背景等
　産業革命以来の化石燃料中心の経済・社会、
産業構造をクリーンエネルギー中心に移行させ、
経済社会システム全体の変革、すなわち、GX
（グリーン・トランスフォーメーション）を実
行するべく、必要な施策を検討するために開催
された GX実行会議において、「GX実現に向
けた基本方針」（令和 5 年 2 月10日閣議決定。
以下「基本方針」といいます。）が取りまとめ
られ、カーボンプライシングの実施等を担う脱
炭素成長型経済構造移行推進機構（以下「GX
推進機構」といいます。）を創設する等の方針
が示されました。
（参考）　GX実現に向けた基本方針（令和 5 年 2 月

10日閣議決定）（抄）

3．「成長志向型カーボンプライシング構

想」の実現・実行

⑶　カーボンプライシングによるGX投資

先行インセンティブ

2）今後の対応

④　カーボンプライシングの実施等を

担う「GX推進機構」の創設

　排出量取引制度の運営や負担金・

賦課金の徴収等（先行投資支援の一

部を含む）に係る業務を実施する機

関として、「GX推進機構」を創設する。

排出量取引制度と炭素に対する賦課

金制度との「ハイブリッド型」のカ

ーボンプライシングを導入するため、

両制度に関する調整・管理及び徴収

業務を、本機構が一体的に実施する。

　また、2026年度の「排出量取引制

度」本格稼働に向けて、本制度に係

る各種実務を円滑に進め、中長期に

わたり産業競争力強化と効率的かつ

効果的な排出削減の両立が可能な形

で制度を安定的に運営するため、排

出実績や取引実績の管理、有償オー

クションの実施、取引価格安定化に

向けた監視等を実施する。

　その後、基本方針で示された内容を踏まえ、
「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進
に関する法律案」が第211回国会に提出され、
令和 5年 5月12日に可決・成立し、同月19日に
令和 ５年法律第32号として公布されました。現
在、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推
進に関する法律（以下「GX推進法」といいま
す。）は既に施行されており、GX推進機構の
設立は本年 ５月に行われたところです。
　GX推進機構は、政府及び政府以外の者から
の出資を有する認可法人として設立され、脱炭
素成長型経済構造への円滑な移行を推進するこ
とを目的として、GX推進法第54条に掲げる業
務を行うこととされています。このうち、同条
第 1項第 1号から第 3号までの業務については、
GX推進法第13条及び第18条の規定により経済
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産業大臣がこれらの業務をGX推進機構に行わ
せるものとされており、これらの業務を国に代
わってGX推進機構が行うことが、法令上明ら
かにされています。また、GX推進法第54条第
１項第 4号イからハまでの業務を行うための必
要な資金には、GX推進法第23条第 3 項等の規
定により、政府が出資する金額のみが充てられ
ることとされています。
（参考）　脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の

推進に関する法律（令和 5 年法律第32号）

（抄）

（業務の範囲）

第54条　機構は、第20条の目的を達成する

ため、次に掲げる業務を行う。

一　化石燃料賦課金の徴収に係る事務

二　特定事業者排出枠の割当て及び入札

の実施に関する業務

三　特定事業者負担金の徴収に係る事務

四　脱炭素成長型経済構造への円滑な移

行に資する事業活動（以下「対象事業

活動」という。）を行う者に対する次に

掲げる業務

イ　対象事業活動を行う者の発行する

社債及び資金の借入れに係る債務の

保証

ロ　対象事業活動に必要な資金の出資

ハ　対象事業活動を行う者の発行する

社債の引受け

ニ　対象事業活動に関する専門家の派

遣

ホ　対象事業活動に関する必要な助言

五　前各号に掲げる業務に附帯する業務

2　省　略

⑵　改正の内容
　関係省庁の要望やGX推進機構が行う業務の
性質を踏まえ、GX推進機構が作成する GX推
進法第54条第 1項各号に掲げる業務に関する文
書について、印紙税法別表第 3に掲名すること
とし、非課税文書とすることとされました（印

法別表第 3）。

4 　都市緑化支援機構に対する税制上の措
置

⑴　改正の背景等
　近年、気候変動対策や生物多様性の確保等の
課題解決に向けて、緑地の持つ機能への期待が
高まっていることを背景に、都市における緑地
の質・量両面での確保等により良好な都市環境
を実現するため、地方公共団体等の取組みを後
押しする仕組みを構築することを目的として、
都市緑地法等の一部を改正する法律（令和 6年
法律第40号）により古都における歴史的風土の
保存に関する特別措置法（昭和41年法律第 1号。
以下「古都保存法」といいます。）及び都市緑
地法（昭和48年法律第72号）の一部が改正され、
都道府県等は、保存等が必要と認められる土地
（以下「対象土地」といいます。）の所有者から、
特段の事情により対象土地を買い入れるべき旨
の申出を受けた場合に、国土交通大臣の指定を
受けた都市緑化支援機構（以下「支援機構」と
いいます。）に対し、対象土地の買入れ等の業務
を行うことを要請することができることとされ
ました（古都保存法13①、都市緑地法17の 2①）。
　都道府県等から上記の要請を受けた支援機構
においては、対象土地の買入れを行ったのち、
その緑地に対し機能維持増進事業を実施した上
で、一定期間内に都道府県等に対し、対象土地
の譲渡を行うこと等とされています（古都保存
法14、都市緑地法70）。
（注）　支援機構が行う対象土地の買入れ等の業務

に要する資金については、都市開発資金から

支援機構に貸し付けることができることとさ

れています（都市開発資金の貸付けに関する

法律 1⑨）。
（参考 1）　古都における歴史的風土の保存に関す

る特別措置法（昭和41年法律第 1号）（抄）

（都市緑化支援機構による特定土地保全業

務）

第13条　府県は、前条第 １ 項の申出があつ
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た場合において、当該申出に係る土地の

規模若しくは形状又は管理の状況、当該

府県における同項の規定による買入れの

ために必要な事務の実施体制その他の事

情を勘案して必要があると認めるときは、

国土交通省令で定めるところにより、都

市緑化支援機構（都市緑地法（昭和48年

法律第72号）第69条第 １ 項の規定により

指定された都市緑化支援機構をいう。以

下この条から第15条までにおいて同じ。）

に対し、当該土地（以下この条及び次条

において「対象土地」という。）について、

次条第 １ 項各号に掲げる業務（以下この

条において「特定土地保全業務」とい

う。）を行うことを要請することができる。

２～ ７　省　略

（都市緑化支援機構の業務の特例）

第14条　都市緑化支援機構は、都市緑地法

第70条各号に掲げる業務のほか、次に掲

げる業務を行うことができる。

一　前条第 1 項の規定による府県の要請

に基づき、第12条第 1 項の申出をした

者から対象土地を買い入れること。

二・三　省　略

四　前条第 3 項第 4 号の期間内において

府県への対象土地の譲渡を行うこと。

五　省　略

2　省　略
（参考 2）　都市緑地法（昭和48年法律第72号）（抄）

（都市緑化支援機構による特定緑地保全業

務）

第17条の ２ 　都道府県等は、前条第 １ 項の

申出があつた場合において、当該申出に

係る土地の規模若しくは形状又は管理の

状況、当該都道府県等における同項の規

定による買入れのために必要な事務の実

施体制その他の事情を勘案して必要があ

ると認めるときは、国土交通省令で定め

るところにより、都市緑化支援機構に対し、

当該土地（以下この条及び第70条におい

て「対象土地」という。）について、第70

条第 １号から第 ４号までに掲げる業務（こ

れらに附帯する業務を含む。以下「特定

緑地保全業務」という。）を行うことを要

請することができる。

２～ ７　省　略

（支援機構の業務）

第70条　支援機構は、次に掲げる業務を行

うものとする。

一　第17条の 2 第 1 項の規定による都道

府県等の要請に基づき、第17条第 1 項

の申出をした者から対象土地を買い入

れること。

二・三　省　略

四　第17条の 2 第 3 項第 4 号の期間内に

おいて都道府県等への対象土地の譲渡

を行うこと。

五～九　省　略

⑵　改正の内容
　支援機構が行う対象土地の買入れ及び譲渡は、
本来、都道府県等が行うべきことが法律上明確
にされており、都道府県等が対象土地の買入れ
及び譲渡を行う際に作成する「不動産の譲渡に
関する契約書」に係る印紙税については、印紙
税法第 5条第 2号の規定に基づき、非課税とさ
れています。そうした業務の性質に鑑み、支援
機構が作成する古都保存法及び都市緑地法に基
づく対象土地の買入れ及び譲渡に係る「不動産
の譲渡に関する契約書」について、印紙税法別
表第 3に掲名することとし、非課税文書とする
こととされました（印法別表第 3）。

5 　社会保険診療報酬支払基金が作成する
非課税文書の見直し

⑴　改正前の制度の概要
　印紙税法別表第 3には、社会保険、年金、退
職金共済等に関する文書を非課税とするものの
一つとして、社会保険診療報酬支払基金（以下
「支払基金」といいます。）が作成する高齢者の
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医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80
号）等に基づく一定の業務に関する文書が掲名
されています。
（参考）　旧印紙税法（昭和42年法律第23号）（抄）

（非課税文書）

第 5 条　別表第一の課税物件の欄に掲げる

文書のうち、次に掲げるものには、印紙

税を課さない。

一・二　省　略

三　別表第三の上欄に掲げる文書で、同

表の下欄に掲げる者が作成したもの

別表第三　非課税文書の表（第五条関係）

文書名 作成者

省　略 省　略

高齢者の医療の確保に関する法
律（昭和57年法律第80号）第139
条第 1 項各号（支払基金の業
務）に掲げる業務、同法附則第
11条第 1 項（病床転換助成事業
に係る支払基金の業務）に規定
する業務、国民健康保険法附則
第17条各号（支払基金の業務）
に掲げる業務及び介護保険法
（平成 9年法律第123号）第160条
第 1 項各号（支払基金の業務）
に掲げる業務に関する文書

社会保
険診療
報酬支
払基金

省　略 省　略

⑵　改正の背景等
　新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、
国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそ
れがある感染症の発生及びまん延時における保
健・医療提供体制の整備等を行うため、感染症
の予防及び感染症の患者に対する医療に関する
法律等の一部を改正する法律（令和 4年法律第
96号）により感染症の予防及び感染症の患者に
対する医療に関する法律（平成10年法律第114
号。以下「感染症法」といいます。）の一部が
改正され、都道府県知事は、感染症法に定める
感染症等の発生後の初期の段階から、当該感染
症に係る医療を提供する体制を迅速かつ適確に
構築するための一定の措置を行う医療機関に対

して、一定期間にわたり、公費等による財政支
援措置（以下「流行初期医療確保措置」といい
ます。）を行うこととされました（感染症法36
の 9 ①）。また、都道府県知事は、流行初期医
療確保措置に係る事務を支払基金等に委託する
ことができることとされており（感染症法36の
9 ②）、支払基金が行う業務については感染症
法第36条の25第 1 項各号に掲げられています。
（参考）　感染症の予防及び感染症の患者に対する

医療に関する法律（平成10年法律第114号）

（抄）

（流行初期医療確保措置）

第36条の ９ 　都道府県知事は、新型インフ

ルエンザ等感染症等に係る発生等の公表

が行われた日の属する月から政令で定め

る期間が経過する日の属する月までの期

間において、当該都道府県の区域内にあ

る医療機関が第36条の ２ 第 １ 項第 １ 号又

は第 ２ 号に掲げる措置であって、新型イ

ンフルエンザ等感染症、指定感染症又は

新感染症の発生後の初期の段階から当該

感染症に係る医療を提供する体制を迅速

かつ適確に構築するための措置として厚

生労働省令で定める基準を満たすもの（以

下この項及び次条において「医療協定等

措置」という。）を講じたと認められる場

合であって、当該医療機関（以下「対象

医療機関」という。）が医療協定等措置を

講じたと認められる日の属する月におけ

る当該対象医療機関の診療報酬の額とし

て政令で定めるところにより算定した額

が、新型インフルエンザ等感染症等に係

る発生等の公表前の政令で定める月にお

ける当該対象医療機関の診療報酬の額と

して政令で定めるところにより算定した

額を下回った場合には、当該対象医療機

関に対し、当該感染症の流行初期におけ

る医療の確保に要する費用（以下「流行

初期医療の確保に要する費用」という。）

を支給する措置（以下「流行初期医療確
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保措置」という。）を行うものとする。

２ 　都道府県知事は、前項の規定による流

行初期医療確保措置に係る事務を社会保

険診療報酬支払基金（以下「支払基金」

という。）又は国民健康保険団体連合会

（以下「国保連合会」という。）に委託す

ることができる。

（支払基金の業務）

第36条の25　支払基金は、社会保険診療報

酬支払基金法（昭和23年法律第129号）第

15条に規定する業務のほか、第 1 条に規

定する目的を達成するため、次に掲げる

業務（以下「流行初期医療確保措置関係

業務」という。）を行う。

一　保険者等から流行初期医療確保拠出

金等を徴収すること。

二　都道府県に対し、流行初期医療確保

交付金を交付すること。

三　第36条の 9 第 2 項の規定により都道

府県知事から委託された流行初期医療

確保措置に係る事務を行うこと。

四　第36条の23第 3 項（前条第 2 項にお

いて準用する場合を含む。）の規定によ

り都道府県から委託された返納金の返

納に係る事務及び保険者等への還付に

係る事務並びに流行初期医療の確保に

要する費用の返還に係る事務を行うこ

と。

五　前各号に掲げる業務に附帯する業務

を行うこと。

2　省　略

⑶　改正の内容
　関係省庁の要望や、現行、非課税とされてい
る支払基金の他の業務との関係を踏まえ、支払
基金が作成する感染症法第36条の25第 1 項各号

に掲げる業務に関する文書を非課税文書とする
こととされました（印法別表第 3）。

6 　不動産の譲渡に関する契約書等に係る
印紙税の税率の特例措置の延長

⑴　改正前の制度の概要等
　平成 9年度税制改正において、他の税制上の
諸措置（住宅取得促進税制の見直し、登録免許
税の特例措置の拡充等）と相まって、住宅・土
地取引等の活性化を図るとともに、景気対策に
も資するとの観点から、 2年間の措置として、
住宅・土地取引等に伴って作成される「不動産
の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負
に関する契約書」に係る印紙税の税率を軽減す
る措置が講じられました。平成11年度以降の税
制改正においては、それぞれ 2年間の延長措置
が講じられました。
　平成25年度税制改正において、住宅・土地取
引の現状や消費税率の段階的な引上げが予定さ
れていること等に鑑み、本措置の適用期限を 5
年延長し平成30年 3 月31日までの措置とした上
で、建設業における重層的な下請構造の下での
印紙税の課税状況等を踏まえ、平成26年 4 月 1
日以後に作成する契約書については、軽減割合
及び対象範囲を拡充することとされました。
　平成30年度税制改正、令和 2年度税制改正及
び令和 4年度税制改正において、その適用期限
がそれぞれ 2年延長され、令和 6年 3月31日ま
での措置とされました（旧措法91）。

⑵　改正の内容
　本措置については、住宅・土地取引の現状等
を踏まえ、その適用期限を 3年延長し、令和 9
年 3月31日までの措置とすることとされました
（措法91）。
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7 　新型コロナウイルス感染症及びそのま
ん延防止のための措置によりその経営に
影響を受けた事業者に対して行う特別貸
付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非
課税措置の延長

⑴　改正前の制度の概要
　公的貸付機関等又は金融機関が特定事業者
（新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防
止のための措置によりその経営に影響を受けた
事業者をいいます。以下同じです。）に対して
新型コロナウイルス感染症等によりその経営に
影響を受けたことを条件として他の金銭の貸付
けの条件に比し特別に有利な条件で行う特別貸
付けに係る消費貸借契約書のうち、特定日とし
て規定された令和 3年 1月31日までに作成され
るものについては、印紙税を課さないこととさ
れました。
　令和 3年 1月31日の適用期限の到来に際して

は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延
防止のための措置によりその経営に影響を受け
る事業者が多くあり、これを受け、多くの公的
貸付機関等及び金融機関が引き続き特定事業者
に対する特別貸付制度を存置していることを踏
まえ、令和 3年度改正において、その適用期限
が延長され、令和 4年 3月31日までの措置とさ
れました。
　令和 4年度改正及び令和 5年度改正において、
その適用期限がそれぞれ 1年延長され、令和 6
年 3月31日までの措置とされました（新型コロ
ナ税特法11、旧新型コロナ税特令 8、新型コロ
ナ税特規 6）。
（注 1）　上記の「公的貸付機関等」とは、地方公

共団体、株式会社日本政策金融公庫、沖縄

振興開発金融公庫、独立行政法人中小企業

基盤整備機構、独立行政法人福祉医療機構

などをいいます（新型コロナ税特法11①、

新型コロナ税特令 8 ①、新型コロナ税特規

不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置

（概要）
　平成26年 ４ 月 １ 日から令和 6年 ３月31日までの間に作成され
る不動産の譲渡に関する契約書又は請負に関する契約書（建設
工事に係るものに限る。）に係る印紙税の税率については、一
通につき以下のとおり軽減税率を適用する。

税目：印紙税
適用期限：令和 6年 ３月31日
⇒適用期限を令和 9年 ３月31日まで 3年延長

○不動産の譲渡に関する契約書
〔契約書に記載された契約金額が10万円を超えるもの〕

契約金額 軽減税率 本則税率 軽減割合

10万円超� 50万円以下 200円 400円 50％

50万円超� 100万円以下 500円 千円 50％

100万円超� 500万円以下 千円 2千円 50％

500万円超� 1 千万円以下 5千円 1万円 50％

1 千万円超� 5 千万円以下 1万円 2万円 50％

5 千万円超� 1 億円以下 3万円 6万円 50％

1 億円超� 5 億円以下 6万円 10万円 40％

5 億円超� 10億円以下 16万円 20万円 20％

10億円超� 50億円以下 32万円 40万円 20％

50億円超 48万円 60万円 20％

○請負に関する契約書（建設工事に係るものに限る。）
〔契約書に記載された契約金額が100万円を超えるもの〕

契約金額 軽減税率 本則税率 軽減割合

100万円超� 200万円以下 200円 400円 50％

200万円超� 300万円以下 500円 千円 50％

300万円超� 500万円以下 千円 2千円 50％

500万円超� 1 千万円以下 5千円 1万円 50％

1 千万円超� 5 千万円以下 1万円 2万円 50％

5 千万円超� 1 億円以下 3万円 6万円 50％

1 億円超� 5 億円以下 6万円 10万円 40％

5 億円超� 10億円以下 16万円 20万円 20％

10億円超� 50億円以下 32万円 40万円 20％

50億円超 48万円 60万円 20％
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6 ①）。
（注 2）　上記の「金融機関」とは、銀行、信用金庫、

信用協同組合、労働金庫、信用金庫連合会、

協同組合連合会、労働金庫連合会、農業協

同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、

漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、

水産加工業協同組合連合会、農林中央金庫、

株式会社商工組合中央金庫及び株式会社日

本政策投資銀行をいいます（新型コロナ税

特法11②、新型コロナ税特令 8④）。

⑵　改正の内容
　本措置については、新型コロナウイルス感染
症の影響の長期化を踏まえ、公的貸付機関等に
よる新型コロナ特別貸付等が令和 6年 4月以降
も継続されることに鑑み、その適用期限を 1年
延長し、令和 7年 3月31日までの措置とするこ
ととされました（新型コロナ税特令 8③）。

七　その他間接税等関係の改正

1 　特例輸入者が特例申告を行う場合の納
期限延長に係る担保要件の見直し

⑴　改正前の制度の概要
　関税においては、国際物流におけるセキュリ
ティ確保と円滑化の両立を図り、我が国の国際
競争力を確保することを目的とした、貨物のセ
キュリティ管理と法令順守（コンプライアン
ス）の体制が整備された事業者に対する税関手
続の緩和・簡素化策を提供する制度（AEO制
度）があります。この貨物のセキュリティ管理
とコンプライアンスの体制が整備された者とし
て、あらかじめいずれかの税関長の承認を受け
た輸入者等は、輸入の許可を受けた貨物につい
て、納税申告を後日まとめて行う特例申告が可
能となります。特例申告は、特例輸入者（あら
かじめいずれかの税関長から承認を受けた者）
及び特例委託輸入者（あらかじめ税関長の認定
を受けた認定通関業者に貨物の輸入に係る通関
手続を委託した者）が行うことができることと
されていますが、これらの者が提出期限内に特
例申告書を提出した場合において、当該期限ま
でに当該特例申告に係る関税の納期限の延長を
受けたい旨の申請書（以下「納期限延長申請
書」といいます。）を税関長に提出し、当該申
告書に記載された関税額の全部又は一部に相当
する額の担保を提供したときは、当該税関長は、
当該関税額が当該担保の額を超えない範囲内で、

2月以内に限り納期限を延長することができる
こととされています（旧関税法 9の 2③）。
　保税地域から引き取る酒類、製造たばこ、揮
発油、原油、石油製品、ガス状炭化水素又は石
炭（以下「酒類等」といいます。）に係る酒税、
たばこ税、揮発油税又は石油石炭税（以下「酒
税等」といいます。）の申告は関税に併せて行
うこととされているため、その引取りに係る酒
類等の申告についても特例申告を行うことが可
能とされている（酒法30の ３ ③、た法18③、揮
法11③、石石法14③）ほか、関税の扱いと同様
に、特例申告書をその提出期限内に税関長に提
出した場合において、その納期限内に納期限延
長申請書を当該税関長に提出し、当該申告書に
記載された酒税等の額の全部又は一部に相当す
る担保を提供したときは、当該税関長は 1月以
内（揮発油税及び石油石炭税については 2月以
内）に限り、当該担保の額に相当する酒税等の
納期限を延長することができることとされてい
ます（旧酒法30の 6 ③、旧た法22③、旧揮法13
③、旧石石法18③）。
（注）　酒税又はたばこ税に係る納期限の延長につ

いては、上記の要件に加え、酒類又は製造た

ばこの販売代金の回収に相当期間を要するこ

と等の事由により、当該担保の額に相当する

酒税又はたばこ税を当該納期限内に納付する

ことが著しく困難であると認められる場合に

限り適用することができることとされています。
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⑵　改正の内容
　令和 6年度の関税法の改正において、輸入コ
ストの低減を図りAEO制度の利用を拡大させ
ることを目的として、特例輸入者が特例申告に
係る関税の納期限延長の申請を行う際に必要と
されていた担保の提供について、税関長が関税
の保全のために必要があると認める場合にのみ
命ずることができることとされたことに伴い
（関税法 9の 2③）、酒税等においても同様に、
税関長が酒税等の保全のために必要があると認
める場合にのみ担保の提供を命ずることができ
ることとされ（酒法30の 6 ③、た法22③、揮法
13③、石石法18③）、その納期限の延長を申請
する場合の担保の提供については、原則不要と
されました。

（参考）　特例委託輸入者については、特例輸入者

とは異なり、業務遂行能力等について税関

の審査を経ておらず、あくまで認定通関業

者に通関手続を委託した一般の輸入者であ

ることから、今般の関税法の改正において

納期限延長に係る担保要件の見直しの対象

とされなかったことを踏まえ、酒税等にお

いても同様に扱うこととされました。

⑶　適用関係
　上記の改正は、令和 6年10月 1 日以後に酒類
等を保税地域から引き取ろうとする者が納期限
延長申請書を提出する場合について適用するこ
ととされています（改正法附則14～17）。
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